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市議案第８号 

   令和７年度豊中市一般会計予算 

 令和７年度豊中市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 207,509,094 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（継続費） 

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割 

 額は、「第２表継続費」による。 

 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることがで 

 きる事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の 

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」に 

 よる。 

 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最 

 高額は、25,000,000 千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 
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 令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

税 26,800,70

歳

9

3 軽 自 動

 

車 税 383,224

出

4 市 た ば こ 税

 

3,000,000

予

5 入 湯 税 56

 

3

6 事 業 所

算

税 1,017,110

　

7 都 市 計 画

　

税 6,268,921

１

歳

2 地 方 譲 与

　

税 2,135,000

入

1 自 動 車 重 量 譲 与 税 450,000

2 航 空 機 燃 料 譲 与 税 1,500,000

3 地 方 揮 発 油 譲 与 税 135,000

4 森 林 環 境 譲 与 税 50

 

,000

3 利 子 割 交 付 金 400,000

1 利

款

子 割 交 付 金 400,0

項

00

4 配 当

金

割 交 付 金 910,00

　

0

1 配 当 割

　

交 付 金 910,000

　

5 株 式 等 譲

　

渡 所 得 割 交 付 金 1,1

表

額

00,000

　

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割

 

交 付 金 1,100,0

(

00

6 法 人

単

事 業 税 交 付 金 1,30

位

0,000

 

1 法 人 事 業 税 交 付 金 1

 

,300,000

 

7 地 方 消 費 税 交

 

付 金 10,700,0

　

千

00

1 地 方

円

消 費 税 交 付 金 10,7

)

00,000

8 環 境 性 能 割 交 付 金 220,000

1 環 境 性 能 割 交 付 金 220,000

1 市

　

税 76,026,49

歳

6

1 市 民 税

 

38,555,969

入

2 固 定 資 産
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款

地方税減収補填特別交

項

付金

10 地

金

方 交 付 税 14,000

　

,000

1

　

地 方 交 付 税 14,00

　

0,000

　

11 交 通 安 全 対 策 特 別

額

交 付 金 40,000

　

1 交 通 安 全 対

 

策 特 別 交 付 金 40,0

(

00

12 分

単

担 金 及 び 負 担 金 1,9

位

08,018

 

1 負 担 金 1,908

 

,018

1

 

3 使 用 料 及 び 手 数 料 2

 

,224,083

千

1 使 用 料 1,9

円

02,285

)

2 手 数 料 321,798

14 国 庫 支 出 金 51,187,289

1 国 庫 負 担 金 41,850,404

9

2 国 庫 補 助 金 9,09

地

7,521

方

3 国 庫 委 託 金 239,

特

364

15

例

府 支 出 金 15,119

交

,346

1

付

府 負 担 金 11,192

金

,969

2

3

府 補 助 金 2,977,

1

695

3 府

0

委 託 金 948,682

,

16 財 産 収

0

入 516,313

0

1 財 産 運 用 収 入

0

143,595

2 財 産 売 払 収 入 372,718

17 寄 附 金 572,790

1 地 方 特 例 交 付 金 300,000

2 新型コロナウイルス感染症対 10,000

策
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款

2,491

項

19 繰 越 金 1

金

1 繰 越 金 1

　

20 諸 収 入 3,61

　

7,214

　

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び

　

過 料 50,016

額

2 市 預 金 利 子 2

　

,539

3

 

貸 付 金 元 利 収 入 31,

(

283

4 受

単

託 事 業 収 入 32,04

位

6

5 収 益 事

 

業 収 入 445,663

 

6 雑 入 3,

 

055,667

 

21 市 債 15,5

千

09,000

円

1 市 債 15,509

)

,000

歳 入 合 計 207,509,094

　　歳　出

款 項 金　　　　額

　 (単位    千円)

1

1 議 会 費 72

寄

0,507

附

1 議 会 費 720,50

金

7

2 総 務 費

5

19,080,554

7

1 総 務 管 理

2

費 15,963,85

,

7

2 徴 税 費

7

1,530,554

9

3 戸 籍 住 民 基

0

本 台 帳 費 903,037

18 繰 入 金 9,713,544

1 特 別 会 計 繰 入 金 781,053

2 基 金 繰 入 金 8,93
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款

8

1 社 会 福

項

祉 費 21,817,8

金

76

2 児 童

　

福 祉 費 49,322,

　

609

3 生

　

活 保 護 費 19,566

　

,650

4

額

災 害 救 助 費 1,119

　

5 国 民 年 金

 

費 72,976

(

6 国 民 健 康 保 険 事

単

業 費 3,894,08

位

1

7 介 護 保

 

険 事 業 費 6,877,

 

246

8 後

 

期 高 齢 者 医 療 事 業 費 6

 

,586,081

千

4 衛 生 費 13,

円

928,466

)

1 保 健 衛 生 費 8,840,934

2 清 掃 費 5,087,532

5 労 働 費 287,224

1 労 働 諸

4

費 287,224

選

6 農 林 水 産 業 費

挙

63,698

費

1 農 業 費 63,69

2

8

7 商 工 費

7

532,520

6

1 商 工 費 532,

,

520

8 土

6

木 費 14,682,0

6

12

1 土 木

1

管 理 費 729,510

2 建 築 管 理 費 518,037

3 道 路 橋 梁 費 4,057,679

5 統 計 調 査 費 328,130

6 監 査 委 員 費 78,315

3 民 生 費 108,138,63
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款

919

9 消

項

防 費 6,236,48

金

9

1 消 防 費

　

6,236,489

　

10 教 育 費 3

　

2,961,861

　

1 教 育 総 務 費

額

10,117,057

　

2 小 学 校 費

 

12,451,012

(

3 中 学 校 費

単

6,416,265

位

4 社 会 教 育 費

 

3,977,527

 

11 公 債 費 9

 

,921,538

 

1 公 債 費 9,9

千

21,538

円

12 諸 支 出 金 905

)

,587

1 財 政 調 整 基 金 積 立 金 903,287

2 減 債 基 金 積 立 金 2,300

13 予 備 費 50,000

4

1 予 備 費 5

水

0,000

利

歳 出 合 計 207,50

費

9,094

474,423

5 下 水 道 費 3,151,744

6 都 市 計 画 費 4,146,700

7 住 宅 費 1,603,
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第 ２ 表   継 続 費 

款 項 事業名 総 額 年 度 年割額 

   千円  千円 

民 生 費    児童福祉費 
私立認定こども

園等整備事業 
4,529,168 

令和７年度 1,281,530 

令和８年度 1,336,618 

令和９年度 1,164,278 

令和10年度 746,742 
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第 ３ 表　債 務 負 担 行 為

事　　　　　項

豊中市私立高等学校入学支度金貸付に対する損失
補償

本庁舎整備事業

統合型データベース機器更改業務

GISシステム更改業務（統合型・公開型GIS）

GISシステム更改業務（公園みどり総合情報シス
テム）

包括施設管理業務

GISシステム更改業務（公有財産管理システム）

豊中市立市民公益活動支援センター運営業務

GISシステム更改業務（住居表示台帳システム）

窓口関連業務（パスポート関連業務）

第８期障害福祉計画・第４期障害児福祉計画策定
支援業務

保健所整備事業

子育て支援サービスプラットフォーム構築業務

子育て支援ポータルサイト運営保守業務

児童育成支援拠点事業運営業務

豊中市都市計画マスタープラン策定及び豊中市立
地適正化計画改定支援業務

グリーンスローモビリティ車両保険業務

GISシステム更改業務（建築関連システム）

GISシステム更改業務（交通関連システム）

橋梁長寿命化事業（改修工事）

橋梁長寿命化事業（計画策定）

令和7年度～令和9年度 8,200千円

令和8年度 416,000千円

令和8年度～令和9年度 65,000千円

令和8年度～令和9年度 10,000千円

令和8年度 300千円

令和7年度～令和9年度 41,900千円

令和8年度～令和9年度 15,100千円

令和8年度～令和9年度 9,300千円

令和8年度～令和11年度 144,000千円

令和8年度 4,100千円

令和7年度～令和8年度 145,400千円

令和7年度～令和8年度 2,048,800千円

令和7年度～令和9年度 18,000千円

令和7年度～令和10年度 72,100千円

令和8年度～令和10年度 73,900千円

令和7年度～令和9年度 6,800千円

令和7年度～令和8年度 30,600千円

令和7年度～令和9年度 12,800千円

令和7年度～令和9年度 7,100千円

令和7年度～令和12年度

   　　  10,000千円

北おおさか信用金庫が豊中市私立
高等学校入学支度金の貸付を行っ
たことにより損失を生じたとき
は、上記金額の範囲内でその損失
を補償することができる

期　　　　　間 限　　度　　額

令和8年度～令和9年度 84,000千円
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事　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

服部天神駅前広場整備事業

菰江交差点改良事業

曽根島江線整備事業

GISシステム更改業務（道路関連システム）

道路照明LED更新事業

道路昇降施設更新事業（緑地公園駅東側エレベー
ター）

道路昇降施設更新事業（緑地公園駅西側エレベー
ター）

指定金融機関業務

豊中市立庄内よつば学園学校給食調理等業務

豊中市立庄内よつば学園スクールバス運行委託業
務

放課後こどもクラブ運営委託業務

豊中市立庄内よつば学園開校に伴うICT機器移設
及び環境等整備業務

教育ICT基盤再整備業務

選挙準備業務

令和7年度～令和12年度 308,100千円

令和8年度 27,000千円

令和8年度 30,900千円

令和7年度～令和8年度 315,100千円

令和7年度～令和8年度 158,500千円

令和7年度～令和8年度 35,600千円

令和8年度～令和10年度 600,000千円

令和7年度～令和8年度 23,000千円

令和8年度 27,000千円

令和8年度 5,000千円

令和8年度～令和9年度 598,000千円

令和8年度 154,000千円

令和7年度～令和9年度 60,700千円

令和8年度～令和17年度 289,900千円
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第 ４ 表   地 方 債 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

庁 舎 整 備 事 業 

 

千円 

 

３７，８００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

３０ 

年以内 

 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上償

還又は低利に借換えする

ことができるものとし、借入

先の融通条件があるとき

はこれに従うことができ

る。 

 

 

空 港 周 辺 地 域 

整 備 事 業 

 

 

３４０，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

人権平和センター 

事 業 

 

 

１５，９００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

公立こども園事業 

 

 

８，２００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

公 立 こ ど も 園 

整 備 事 業 

 

 

９９４，２００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

水 道 事 業 

 

 

２２０，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

５ 

 

同 上 

 

同    上 

 

道 路 橋 梁 

新 設 改 良 事 業 

 

 

２８０，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

道 路 舗 装 事 業 

 

１４３，５００ 同 上 ３．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

交 通 安 全 施 設 

整 備 事 業 

 

３４７，４００ 同 上 ３．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

都市再開発事業 

 

 

４，０００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

街 路 事 業 

 

５９０，７００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

公 園 整 備 事 業 

 

千円 

 

１３，９００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

３０ 

年以内 

 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上償

還又は低利に借換えする

ことができるものとし、借入

先の融通条件があるとき

はこれに従うことができ

る。 

 

 

住 宅 整 備 事 業 

 

 

３８７，２００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

消防施設整備事業 

 

 

５４６，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

防災無線整備事業 

 

 

３０２，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

防災設備整備事業 

 

 

１６，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

小 中 一 貫 校 

整 備 事 業 

 

 

３，７６３，１００ 

 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

小学校管理事業 

 

 

５３７，５００ 

 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

小 学 校 施 設 

整 備 事 業 

 

 

４，３１５，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

中学校管理事業 

 

 

２８１，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

中 学 校 施 設 

整 備 事 業 

 

 

２，２１６，２００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

史 跡 環 境 

整 備 事 業 

 

１４４，２００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

計 

 

１５，５０９，０００ 
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令和７年度 
（2025 年度） 

 
 

豊中市国民健康保険事業特別会計予算書 
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市議案第９号 

   令和７年度豊中市国民健康保険事業特別会計予算 

 令和７年度豊中市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 37,472,580 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最 

 高額は、2,000,000 千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款 

  内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

2 使 用 料 及 び 手 数

歳

料 41

1 手

 

数 料 41

3

出

国 庫 支 出 金 15,90

 

0

1 国 庫 補

予

助 金 15,900

 

4 府 支 出 金 25

算

,752,981

　

1 府 補 助 金 25

　

,752,981

１

歳

5 繰 入 金 3,8

　

94,081

入

1 繰 入 金 3,894,081

6 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

7 諸 収 入 29,678

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 8,002

2 預 金 利

 

子 1

3 雑 入 21,675

歳 入 合 計 37,47

款

2,580

　　歳　出

項 金

款 項 金　　　　額

　 

　

(単位    千円)

　

1 総 務 費 9

　

71,384

　

1 総 務 管 理 費 924

表

額

,888

2

　

徴 収 費 46,182

 

3 運 営 協 議 会

(

費 314

2

単

保 険 給 付 費 25,04

位

8,370

    

　

千円)

1 国

　

民 健 康 保 険 料 7,77

歳

9,898

 

1 国 民 健 康 保 険 料 7,

入

779,898
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款

5 葬 祭 諸 費

項

24,000

金

6 医 療 給 付 費 65,

　

000

7 傷

　

病 手 当 金 300

　

3 国民健康保険事

　

業費納付金 11,07

額

0,474

　

1 医 療 給 付 費 分 7,7

 

52,809

(

2 後 期 高 齢 者 支 援 金

単

等 分 2,434,42

位

6

3 介 護 納

 

付 金 分 883,239

 

4 保 健 事 業

 

費 326,101

 

1 保 健 事 業 費 1

千

39,609

円

2 特 定 健 康 診 査 等 事

)

業 費 186,492

5 公 債 費 1

1 公 債 費 1

6 諸 支 出 金 56,250

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算

1

金 56,250

療

歳 出 合 計 37,4

養

72,580

諸 費 21,402,526

2 高 額 療 養 費 3,441,475

3 移 送 費 20

4 出 産 育 児 諸 費 115,049
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令和７年度 
（2025 年度） 

 
 

豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算書 
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市議案第１０号 

   令和７年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 令和７年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,760,968 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

837

2 使

歳

用 料 及 び 手 数 料 6

 

1 手 数 料 6

出

3 繰 入 金 1,5

 

14,080

予

1 繰 入 金 1,514

 

,080

4

算

繰 越 金 322,572

　

1 繰 越 金 3

　

22,572

１

歳

5 諸 収 入 7,473

　

1 延 滞 金 、

入

加 算 金 及 び 過 料 450

2 預 金 利 子 1

3 雑 入 7,022

歳 入 合 計 8,760,968

　　歳　出

款 項 金　　　　額

　 (単位

 

    千円)

1 総 務 費 178,351

1 総

款

務 管 理 費 177,42

項

6

2 徴 収 費

金

925

2 後

　

期 高 齢 者 医 療 8,56

　

8,055

広

　

域 連 合 納 付 金

　

1 後 期 高 齢 者 医 療 8

表

額

,568,055

　

広 域 連 合 納 付 金

 

3 諸 支 出 金 1

(

4,562

単

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算

位

金 14,562

 

歳 出 合 計 8,76

 

0,968

  

　

千円)

1 後

　

期 高 齢 者 医 療 保 険 料 6

歳

,916,837

 

1 後 期 高 齢 者 医

入

療 保 険 料 6,916,

22



 

 

 

令和７年度 
（2025 年度） 

 
 

豊中市介護保険事業特別会計予算書 
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市議案第１１号 

   令和７年度豊中市介護保険事業特別会計予算 

 令和７年度豊中市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 43,990,026 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることがで 

 きる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款 

  内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

及 び 手 数 料 2,828

歳

1 手 数 料 2

 

,828

3

出

国 庫 支 出 金 10,71

 

4,144

予

1 国 庫 負 担 金 7,87

 

0,167

算

2 国 庫 補 助 金 2,84

　

3,977

　

4 支 払 基 金 交 付 金 11

１

歳

,530,088

　

1 支 払 基 金 交 付

入

金 11,530,088

5 府 支 出 金 5,730,493

1 府 負 担 金 5,531,064

2 府 補 助 金 199,429

6 財 産 収 入 3,80

 

7

1 財 産 運 用 収 入 3,807

7 繰 入 金 7,4

款

31,570

項

1 一 般 会 計 繰 入 金 6

金

,877,246

　

2 基 金 繰 入 金 5

　

54,324

　

8 繰 越 金 1

　

1 繰 越 金 1

表

額

9 諸 収 入 2,931

　

1 延 滞 金 、

 

加 算 金 及 び 過 料 501

(

2 預 金 利 子

単

1

3 雑 入 2

位

,429

歳

 

入 合 計 43,990,

 

026

  

　

千円)

1 保

　

険 料 8,574,16

歳

4

1 介 護 保

 

険 料 8,574,16

入

4

2 使 用 料

25



　　

364,157

4 趣 旨 普 及 費 808

2 保 険 給 付 費 41,234,568

1 介 護

款

サ ー ビ ス 等 諸 費 38,

項

102,736

金

2 介 護 予 防 サ ー ビ

　

ス 等 諸 費 1,173,

　

832

3 そ

歳

　

の 他 諸 費 37,924

　

4 高 額 介 護

額

サ ー ビ ス 等 費 1,24

　

7,299

 

5 特定入所者介護サー

(

ビス等費 515,77

単

7

6 高 額 医

位

療 合 算 介 護 157,0

 

00

サ ー ビ ス

 

等 費

3 地 域

　  

支 援 事 業 費 1,488

 

,264

1

千

包括的支援事業・任意

円

事業費 199,502

)

2 介護予防・生活支援サービス 1,259,863

事 業 費

3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 28,899

出

1

4 基 金 積 立 金 3,8

総

07

1 基 金

務

積 立 金 3,807

費

5 諸 支 出 金 22

1

8,420

,

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算

0

金 17,400

3

2 繰 出 金 211,

4

020

歳 出

,

合 計 43,990,0

9

26

67

1 総 務 管 理 費 612,118

2 徴 収 費 57,884

3 介 護 認 定 審 査 会 費

26



第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

第１０期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定
にかかる高齢者アンケート調査・計画策定支援業務

令和8年度 4,200千円

健康とくらしの調査及び見える化システム作成等業務 令和8年度 3,000千円
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令和７年度 
（2025 年度） 

 
 

豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算書 

28



市議案第１２号 

   令和７年度豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 令和７年度豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 92,021 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

金 59,801

歳

3 諸 収 入 31,4

 

22

1 貸 付

出

金 元 利 収 入 31,41

 

8

2 雑 入 4

予

歳 入 合 計 9

 

2,021

　　歳　出

算

　

款 項 金　　　　額

　 

　

(単位    千円)

１

歳

1 母 子 父 子

　

寡 婦 福 祉 資 金 25,0

入

59

貸 付 事 業 費 1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 25,059

貸 付 事 業 費

2 公 債 費 45,951

1 公 債 費 45,951

3 諸 支

 

出 金 21,011

1 繰 出 金 21,011

歳 出

款

合 計 92,021

項 金　　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 繰

　

入 金 798

歳

1 繰 入 金 798

 

2 繰 越 金 59,8

入

01

1 繰 越
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令和７年度 
（2025 年度） 

 
 

豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算書 
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市議案第１３号 

   令和７年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 令和７年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,541,664 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の 

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」に 

 よる。 

 

 

 令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

2,942

歳

1 繰 入 金 541,58

 

9

2 基 金 繰

出

入 金 301,353

 

3 市 債 149

予

,700

1

 

市 債 149,700

算

歳 入 合 計 1,

　

541,664

　　歳

　

　出

１

歳

款 項 金　　　　額

　

　 (単位    千

入

円)

1 公 共 用 地 先 行 取 得 費 160,966

1 公 共 用 地 先 行 取 得 費 160,966

2 公 債 費 473,867

1 公 債 費 473,867

 

3 諸 支 出 金 906,831

1 繰 出 金 549,02

款

2

2 減 債 基

項

金 積 立 金 357,80

金

9

歳 出 合 計

　

1,541,664

　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 財

　

産 収 入 549,022

歳

1 財 産 売 払

 

収 入 549,022

入

2 繰 入 金 84
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第 ２ 表   地 方 債 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

公 共 用 地 

先 行 取 得 事 業 

 

千円 

 

１４９，７００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

 １０ 

年以内 

 

 １０ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上償

還又は低利に借換えす

ることができるものとし、借

入先の融通条件があると

きはこれに従うことができ

る。 
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令和７年度 
（2025 年度） 

 
 

豊中市財産区特別会計予算書 
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市議案第１４号 

   令和７年度豊中市財産区特別会計予算 

 令和７年度豊中市財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 220,830 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

29

1 財 産

歳

運 用 収 入 23,529

 

3 繰 入 金 1

出

88,074

 

1 繰 入 金 188,0

予

74

4 諸 収

 

入 377

1

算

雑 入 377

　

歳 入 合 計 220,83

　

0

　　歳　出

１

歳

款 項 金　

　

　　　額

　 (単位 

入

   千円)

1 財 産 費 220,830

1 財 産 費 220,830

歳 出 合 計 220,830

 

款 項 金　　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 使

　

用 料 及 び 手 数 料 8,8

歳

50

1 使 用

 

料 8,850

入

2 財 産 収 入 23,5
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令和７年度 
（2025 年度） 

 
 

豊中市病院事業会計予算書 
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市議案第１５号 

令和７年度豊中市病院事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和７年度豊中市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）病 床 数           ５６３床 

    イ、一 般 病 床          ５４９床 

    ロ、感染症病床      １４床 

  （２）患 者 数        ４７５，６４７人 

    イ、入 院 患 者       １８７，７８０人（１日平均   514 人） 

    ロ、外 来 患 者       ２８７，８６７人（１日平均 1,190 人） 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

              収    入 

 

第１款 病院事業収益        ２４，７２８，６０９千円 

  第１項 医 業 収 益             ２２，６３５，８６６千円 

  第２項 医 業 外 収 益              ２，０９２，７４３千円 

 

              支    出 

 

第１款 病院事業費用        ２４，３２１，９１６千円 

  第１項 医 業 費 用             ２４，１５１，８６６千円 

  第２項 医 業 外 費 用                １６９，０５０千円 

  第３項 予 備 費                  １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が 

資本的支出額に対し不足する額２，０９０，１２４千円は、当年度分消費税及 

び地方消費税資本的収支調整額４０４，１００千円及び過年度分損益勘定留保

資金１，６８６，０２４千円で補てんするものとする。）。 

 

              収    入 

 

 第１款 資 本 的 収 入               ５，１６７，７２８千円 

  第１項 企 業 債      ４，２６９，８００千円 

第２項 他 会 計 負 担 金        ８８４，９１３千円 

第３項 寄 附 金          ３，０００千円 

第４項 基 金 取 崩 金         １０，０００千円 

第５項 基 金 収 入             １５千円 

 

              支    出 

 

 第１款 資 本 的 支 出               ７，２５７，８５２千円 

  第１項 建 設 改 良 費              ４，４４５，０９６千円 

第２項 投 資      １，３０３，０１５千円 

  第３項 企 業 債 償 還 金      １，５０９，７４１千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。 

事   項 期   間 限  度  額 

市立豊中病院医事業務 令和７年度～令和８年度 451,400 千円 

スペース再編事業 令和８年度 603,500 千円 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起 債 

の 

目 的 

限度額 

起 債 

の 

方 法 

利率 

償  還  の  方  法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

施設改良事業 

 

 

 

 

千円 

 

1,130,800 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

%以内 

 

3.0 

 

 

年以内 

 

15 

 

 

年以内 

 

3 

 

 

 

 

年賦又は半年

賦、元金均等

又 は 元 利 均

等、その他 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限を短縮し、も

し く は 繰 上 償

還 又 は 低 利 に

借 換 え す る こ

と が で き る も

のとし、借入先

の 融 通 条 件 が

あ る と き は こ

れ に 従 う こ と

ができる。 

 

院用備品購入

（医療機器等） 

 

3,139,000 

 

 

同上 

 

3.0 

 

5 

 

なし 

 

同上 

 

同上 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお 

りと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費 

  用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額 

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議 

決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費               １１，４４３，８４３千円 

（２）交 際 費                      １００千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 病院事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額 

は、５２５，１０６千円である。 
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（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、６，７５４，８４７千円と定める。 

 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種  類 名      称 数 量 

医療機器 病院情報システム更新 1 

医療機器 血管撮影装置 １ 

医療機器 Ｃアームイメージングシステム １ 

医療機器 手術用顕微鏡システム １ 

医療機器 セントラルモニタ １ 

 

 

令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

豊中市長 長 内 繁 樹 
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令和７年度 
（2025 年度） 

 
 

豊中市水道事業会計予算書 
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市議案第１６号 

令和７年度豊中市水道事業会計予算 

 

（総  則） 

第１条  令和７年度豊中市水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 戸 数                                １８０，７７８ 戸 

（２）年 間 総 給 水 量                         ４２，２６１，１５９ ｍ３ 

（３）一 日 平 均 給 水 量                                １１５，７８４ ｍ３ 

（４）主要な建設改良事業 

        配水管増補改良事業                 ２，８８２，１８８ 千円 

        施 設 整 備 事 業                   ９５７，０７５ 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収                 入 

 

  第１款  水道事業収益                              ８，８６７，５６９千円 

    第１項  営 業 収 益                            ８，５８９，７８６千円 

    第２項  営 業 外 収 益                                ２７７，７８３千円 

 

支                 出 

 

  第１款  水道事業費用                               ８，０２３，７６０千円 

    第１項  営 業 費 用                            ７，６９６，８１９千円 

    第２項  営 業 外 費 用                               ３２５，９４１千円 

   第３項  予 備 費                                    １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額２，３１３，６４４千円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５０，７４１千円、当年

度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 １ ， ６ ０ ０ ， ８ ０ ４ 千 円 、 減 債 積 立 金 

３６２，０９９千円で補てんするものとする。）。 

 

収                 入 

 

  第１款  資 本 的 収 入                        ３，４５４，９４５千円 

    第１項  企    業    債                            ３，０６３，８００千円 

  第２項  他 会 計 負 担 金                    ２９９，５６４千円 

  第３項 国 庫 補 助 金             ８１，３５０千円 

    第４項 固定資産売却代金                     １０，２３１千円 

 

支                 出 

 

第１款 資 本 的 支 出                        ５，７６８，５８９千円 

    第１項  建 設 改 良 費                           ４，０３７，３８５千円 

    第２項  企 業 債 償 還 金                            １，７３１，２０４千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

とおりと定める。 

 

事    項 期    間 限 度 額       

配水管増補改良事業 
（境界標復元測量委託等） 

令和 8 年度 39,400 千円 

施設整備事業 
（柴原配水場薬品タンク更新工事） 

令和 8 年度 63,000 千円 

施設整備事業 
（柿ノ木配水場ポンプ設備更新工事） 

令和 8 年度～令和 9 年度 530,000 千円 
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（企業債） 

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

 

起  債 

の 

目  的 

限度額 

起  債 

の 

方  法 
利率 

償      還      の      方      法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

配水管増補

改 良 事 業 

   千円 

 

2,151,000 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

％以内 

 

3.0 

  年以内 

 

    40 

年以内 

 

   5 

 

 

年賦又は半

年賦、元金

均等又は元

利均等、そ

の他 

 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限 を 短 縮 し 、

も し く は 繰 上

償 還 又 は 低 利

に 借 換 え す る

こ と が で き る

も の と し 、 借

入 先 の 融 通 条

件 が あ る と き

は こ れ に 従 う

こ と が で き

る。 

 

施 設 整 備 

事 業 

   

820,600 

 

同上 

 

3.0 

 

   40 

 

   5 

 

同上 

 

同上 

 

庁 舎 改 良 

事 業 

   

92,200 

 

同上 

 

3.0 

 

   40 

 

   5 

 

同上 

 

同上 

 

（一時借入金） 

第７条  一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営

業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条  次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経

費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の

議決を経なければならない。 

（１）職員給与費                           １，４８４，６０４千円 

（２）交  際  費                                         ５０千円 
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（他会計からの補助金） 

第１０条  水道事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受

ける金額は、３１９，２１３千円である。 

 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１１条  たな卸資産の購入限度額は、９５，０００千円と定める。 

 

 

令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

 

                    豊中市長  長 内 繁 樹 
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令和７年度 
（2025 年度） 

 
 

豊中市公共下水道事業会計予算書 
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市議案第１７号 

令和７年度豊中市公共下水道事業会計予算 

 

（総  則） 

第１条  令和７年度豊中市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理可能区域戸数                １８０，７７１戸 

（２）年 間 総 処 理 水 量            ６８，０５６，９９７㎥ 

（３）一日平均処理水量                       １８６，４５８㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

        管 渠 築 造 事 業           ４，９８４，２９７千円 

        庄内終末処理場建設事業                ５６２，７４９千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収                 入 

 

  第１款  下水道事業収益                          １７，２８９，１１５千円 

    第１項  営 業 収 益                          １４，７５８，５２９千円 

    第２項  営 業 外 収 益                            ２，５３０，５８６千円 

 

支                 出 

 

  第１款  下水道事業費用                           １６，６３０，８４９千円 

    第１項  営 業 費 用                          １６，３００，０９９千円 

    第２項  営 業 外 費 用                              ３２９，７５０千円 

    第３項  予 備 費                                    １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額３，８０４，２９４千円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５１０，６５６千円、当年

度分損益勘定留保資金２，４０３，１７３千円、繰越利益剰余金処分額

８９０，４６５千円で補てんするものとする。）。 

 

収                 入 

 

  第１款  資 本 的 収 入                        ３，９３７，５４３千円 

    第１項  企 業 債                    ２，２５０，３００千円 

    第２項  国 庫 補 助 金                    １，６０７，３７５千円 

    第３項 他 会 計 負 担 金              ６４，１４８千円 

  第４項 工 事 負 担 金              １５，６３０千円 

  第５項 受 益 者 負 担 金                  ３０千円 

  第６項 返 還 金                  ６０千円 

 

支                 出 

 

  第１款  資 本 的 支 出                        ７，７４１，８３７千円 

第１項 建 設 改 良 費                    ５，８６３，５９４千円 

第２項 貸 付 金                           １９５千円 

第３項 企 業 債 償 還 金                    １，８７８，０４８千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

とおりと定める。 

 

事    項 期    間 限 度 額       

管渠築造事業 
（小曽根第 2 ポンプ場雨水ポンプ電気設備更新工事）  

令和 7 年度～令和 8 年度 140,000 千円 
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管渠築造事業 
（小曽根第 2 ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事等） 

令和 8 年度 949,900 千円 

庄内終末処理場建設事業 
（汚泥濃縮設備更新工事） 

令和 8 年度 405,000 千円 

庄内終末処理場建設事業 
（2 系雨水ポンプ設備更新工事） 

令和 8 年度～令和 9 年度 635,000 千円 

流域下水道終末処理場建設受託事業 
（放流渠外耐震診断業務委託等） 

令和 8 年度 395,000 千円 

流域下水道終末処理場建設受託事業 
（第 2 ポンプ場汚水ポンプ設備更新工事等） 

令和 8 年度～令和 9 年度 1,050,000 千円 

流域下水道原田終末処理場受託管理業務 
（3 系 B-焼却設備排煙処理塔補修工事等） 

令和 7 年度～令和 8 年度 190,000 千円 

 

（企業債） 

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

 

起  債 

の 

目  的 

限度額 

起  債 

の 

方  法 
利率 

償      還      の      方      法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

管渠築造事

業及び庄内

終末処理場

建設事業 

   千円 

 

2,038,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

％以内 

 

3.0 

  年以内 

 

    40 

 

 

 

 

 

 

年以内 

 

   5 

 

 

年賦又は半

年賦、元金

均等又は元

利均等、そ

の他 

 

 

 

財政の都合により据

置期間および償還期

限を短縮し、もしく

は繰上償還又は低利

に借換えすることが

できるものとし、借

入先の融通条件があ

るときはこれに従う

ことができる。 

 

流域下水道

建設負担金 

   

119,700 

 

 

同上 

 

 

3.0 

 

 

    40 

 

 

 

 

   5 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

庁 舎 改 良 

事 業 

   

92,200 

 

同上 

 

3.0 

 

   40 

 

   5 

 

同上 

 

同上 
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（一時借入金） 

第７条  一時借入金の限度額は、1，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営

業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条  次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経

費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の

議決を経なければならない。 

（１）職員給与費                            １，３７３，７２７千円 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条  公共下水道事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補

助を受ける金額は、３，１５１，７４４千円である。 

 

（利益剰余金の処分） 

第１１条 繰越利益剰余金のうち８９０，４６５千円は、次のとおり処分

するものと定める。 

（１）減債積立金                ８９０，４６５千円 

 

 

  令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

                             豊中市長  長 内 繁 樹 
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